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環境 河川整備計画における魚がのぼりやすい川づくりの具体の計画

河川整備計画の対象期間内（概ね30年）において大臣管理区間の魚道のな
い頭首工について魚道等の整備に取り組む。
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風連二十線堰堤に魚道を整備した場合、
遡上しやすくなる範囲

下士別頭首工に魚道を整備した場合、
遡上しやすくなる範囲

剣和頭首工に魚道を整備した場合、
遡上しやすくなる範囲

士別川頭首工に魚道を整備した場合、
遡上しやすくなる範囲

東士別頭首工に魚道を整備した場合、
遡上しやすくなる範囲

凡 　　　　　　　　　 例


